
日 出 町 大 規 模 盛 土 造 成 の 調 査 結 果 
報 告 書 

I. 業務概要と経緯 
 

1. 業務の名称・目的・概要 
 

本業務は、国土交通省のガイドラインに基づき、大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩
落被害を防止することを目的とし、大分県が調査、抽出した２箇所を対象に、ボーリング調査や
安定解析による地盤の安全性評価 （第二次スクリーニング調査業務として安定性評価）、 「日出町
24」、 「日出町 2」の経過観察、経過観察計画の立案を学識経験者と協議しつつ実施したものであ
る。 

 
項目 内容 

業務名称 令和６年度 
日出町大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務委託  

業務場所 日出町塔ノ平他 地内 
業務工期 令和 6 年 7 月 10 日〜令和 8 年 1 月 30 日（18 ヶ月） 
委託者/受託者 大分県日出町 / 国際航業株式会社 

 
2. 業務の経緯と本業務の位置づけ 
 

大分県のホームページで公表されている日出町の大規模盛土造成地について、令和 4 年度・5
年度の業務で変動予測調査、盛土カルテ （優先度評価）を作成しました。本業務では、前章にも
記述していますが、ボーリング調査や安定解析による地盤の安全性評価、現在の変位の累積を把
握するための観測、業務終了後の経過観察方法の整備などを行っています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日出町 24 にある擁壁の傾き        日出町２の擁壁のクラック 
 



II. 調査結果と安定解析 
 
1. 調査結果の概要 
調査項目 実施内容 主な結果の概要 

高 密 度表 面 波
探査 

日出町 24 の盛土内の広範囲
（6 測線、総延⻑約 927.3m）
で実施し、盛土層の厚さ（盛
土造成前の旧地形）を把握 

・谷地形の埋没など不安定化の素因を示す構造
がないことを確認し、ボーリング地点を選定 
・目視では判断が難しい地下構造を推察し、安定
性評価に必要な断面図作成や土層区分の決定に
おいて、客観的かつ重要な資料として活用 

地盤調査 
（ 機 械ボ ー リ
ング、標準貫入
試験、室内土質
試験等） 

盛土のり面の 3 地点でボーリ
ング調査（標準貫入試験）を
実施し、盛土層の層厚や物性
値（N 値）を把握。採取試料
を用いて土質試験を実施 

・対象地の地層は大きく「盛土」「地山極軟部」
「地山（岩盤）」の 3 層に区分 
・N 値が小さい 「盛土」「地山極軟部」を不安定
化する可能性があるそうと判断 
・代表 N 値（盛土で 3.1、地山極軟部で 3.4）、室
内土質試験を解析に用いる地盤定数の根拠とし
て活用 

擁壁調査 

施工資料が存在しない盛土末
端の 2 段コンクリート擁壁に
ついて、鉄筋の有無を確認す
るレーダ探査、擁壁の形状を
推察するための小口径ボーリ
ング、健全性把握のための室
内試験を実施 

・レーダ探査により鉄筋の有無を確認し、上段擁
壁に鉄筋があり、下段擁壁に鉄筋がないこと、小
口径ボーリングより、擁壁の形状を確認 
・強度試験、中性化試験結果より、擁壁の健全性
を確認 
・擁壁の形状を安定解析に用いる解析断面に反
映 

地すべり観測 ・
経過観測 
（水位・パイプ
歪計・地盤傾斜
計、擁壁変位） 

ボーリング（B-2）を観測孔と
し、パイプ歪計観測、地下水
位観測、および擁壁変位の簡
易計測 を実施 

・パイプ歪計、地盤傾斜計、擁壁変位の簡易計測
挿入式傾斜計、擁壁の簡易変位計測の何れにお
いても目立った変位の累積は認められなかった 
・降雨に連動する水位の上昇が監査臆された。少
雨傾向が継続し、観測値以上に水位が上昇する
可能性がある 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査結果の一例（左：高密度表面波探査、中右：擁壁調査） 
  



2. 安定解析 
 

ボーリング調査の結果に基づき地盤を 「盛土」「地山極軟部」「地山（岩盤）」の 3 層に区分し 、
土質定数を再設定して安定解析を実施した。また、観測結果に基づき地下水位は観測された「最
高水位」とし、速見郡の設計水平震度 0.20 とした 。想定されるすべり円弧は、のり面あるいは
傾きがみられる擁壁に抜ける円弧すべりを想定した。  

 

検討条件 安全率 
(ケース 1) 

安全率 
(ケース 2) 必要安全率 判定 

常時 1.72 2.26 1.5 ○ 適合 
地震時 1.17 1.33 1.0 ○ 適合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【結論】地震時の安全率が必要安全率を上回り、盛土は安定していると判断された。今後は経過
観察を実施する必要がある。  
 
 
  −継続的な安全確認の一例− 

 

考え方：変状・湧水を定期的

に確認し、新たな変状や湧水

の有無を確認する。また、盛土

および擁壁の形状と構造の変

更の有無も確認する。 

 

確認内容・頻度レベル（参

考）：経過観察 高 

 



III. 今後の対応 
 

経過観察を定期的に実施し、結果の評価は経過観察マニュアルに則り実施する。経過観察は経
過観察カルテに基づき実施し記録を残す。専門技術者以外でも点検できるよう、「1 枚完結」「着
目点は 3 点以下」「駐車場所・点検ルート明記」に留意した「宅地カルテ」を作成した。 

 
分類 対応項目 詳細な内容 

経過観察 定点観測 

定期：1 回/年程度（多雨期前（5 月））、簡易変位計測および目視確認
を経過観察カルテに基づき実施 
異常時 ：豪雨時（80mm/日）、地震時（震度５弱以上）に、簡易変位計
測および目視確認を経過観察カルテに基づき実施 

維持管理 現行施設の
機能回復 

＜No.24＞ 
地表水が盛土のり面に集中的に流入することがないよう排水施設の清
掃・修繕を実施（特に盛土肩部にある道路を維持管理） 
＜No.2＞ 
地表水が盛土内に集中的に流入しないよう盛土範囲、及び周辺にある
排水施設の清掃・修繕を実施 

経過観察を実施した際には、結果をオレンジハッチの欄に追記し次回点検用の様式を作成す
る。実施例を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造成前と造成後の地形図を重ね合わせ、その標高差から抽出した概ねの位置と範囲になります。 

盛土の危険性を示したものではありません。 


